
1 末吉総合体育館（電話　0986-76-1110　）

⑴　体育館使用料（武道館を除く。）　 ※市内料金。市外は2倍。

備考

１　入場料とは，入場料，会費，会場整理費等，名称を問わず入場する場合に徴収される対価をいう。

２　入場料を１人100円以上徴収する場合は，入場料の最高額100人分を加算する。

３　使用時間を延長した場合は，延長１時間（１時間未満は，１時間とみなす。）ごとに２割を加算する。

４　冷暖房使用については，１時間につき480円加算する。

⑵　武道館使用料

備考

１　冷暖房使用については，１時間につき1,100円加算する。

２　市外居住者の使用料は，10割増しとする。

曽於市教育委員会体育施設利用料一覧表（末吉地区）
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2
⑴　栄楽公園使用料金（事前に予約の必要がある以下の目的の場合）

備考

１　使用料の面積に１平方メートル未満の端数があるときは，１平方メートルとして計算する。

２　算定した額に10円未満の端数が生じたときは，その端数金額を切り捨てるものとする。

３　ナイターほか照明を使用する場合は⑵の料金表による使用料とする。

備考

１　30分未満は，30分とする。

２　夜間の使用は，午後10時までとする。

3 末吉ふれあい広場使用料

全面

一部

全面

一部

備考

※　入場料とは，入場料，会費，会場整理費等，名称を問わず入場することについて徴収される対価をいう。

4 末吉弓道場及び弓道遠的場使用料（市外のみ）

備考

※　使用時間が両方の使用料区分にまたがる場合は，夜間の金額とする。

興　行

博覧会，展示会，集会等の催し

使用料（１日あたり）

1,100円

　　　　216円／㎡

　 　　　54円／㎡

 　 　　　5円／㎡

使用目的

物品販売，募金等の行為

競技会（１施設につき）

⑵　栄楽公園ナイター外照明使用料金 （総額表示）
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